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（ の 地 明 は、こ らから いた ます。）

藤原京右京五条九坊東北坪　掘立柱建物　（北から）

の調査は、奈良県 大 の 整

に いおこ いました。調査地は、 原 四条町に

します。

周 ではこれまでに、藤原京期の遺 とともに、

時代～中 の遺 が され、慈明寺遺跡、四条

遺跡、 遺跡として周 されています。

令 年 の調査は、 ～４ までの調査を う

定で、 地 明 をおこ う の調査は令 年５月

７日から 始し、 も 中です。

掘調査の
遺 として、藤原京の遺 、弥生時代前期の遺

を しました。

藤原京

溝 は、 の 掘り溝で、 出 、

出 、 さ です。 溝 も、

の 掘り溝で、 出 、 、 さ

です。 溝 の溝 は で、

出位置から、それ れ藤原京 八 大 の東側溝 側

溝と 定されます。

掘 建物 は、 ５ 、 の で

に がつきます。 掘 の には、直 ～

前 の 、一 前 の 、

の のものがあり、 ての

で 跡を することができました。 は

（ ）、 （ ）、 （ ）です。

石や 製の を した もあります。

掘 建物 は、掘 建物 の 側で した

、 の掘 建物です。 掘 の には、

～ 前 の のもの、一

前 の のものがあり、 は ～

です。掘 建物 より の規模がやや大

きいといえます。 は、中 の が （ ）、

それ以 の が （ ）、 が （ ）で

あり、 石が する もあります。

掘 建物 は、掘 建物 の で した掘

建物で、 ４ 以上、 の掘 建物です。

掘 の は、直 前 の で、 は

が （ ）、 が （ ）です。

掘 は、調査 で した東 に

の で、 側で掘 建物 に取り きます。

掘 の は、一 前 の もしくは

を し、 さは のものが いです。

戸 は、掘 の が直 の で、 戸

は一 の です。 下 は を に

一 分配置し、その上には の が 分 ってい

ました。 戸 で一 の石を した石

きがあります。この他、 戸 （ 戸 ）が つかっ

ています。

弥生時代前期

溝４は ～ 、 さ の溝、溝５は、

～ 、 さ の溝で、 東から に

ての ます。溝 は、 ～ 、 さ の溝で、

調査 東から へとの ます。調査 で溝７と

も し、溝 が に ります。溝７は

～ 、 さ の にの る溝で、調査

で東側に がり、落 （ 遺 ）に取り きます。

溝５～溝７からは弥生土器の他、 土、 、流紋岩の石 、

石庖丁の未製品 が出土しました。

落 （ 遺 ）は、 東から 東 にの 、

に かって を す落 で、弥生土器を む

土を 以上、 さ しました。溝７と

時期に 能したと考えられ、落 が まった も、

いくつかの流 が るように されていました。

その他、溝４～７の内 で土 を 十 しました。

  
藤原京 京五条九坊東北坪の 地

掘 建物 は掘 が取り くことから、 の

然性が高いといえます。また、 側に位置する掘 建

物 と掘 建物 の中 はやや れていますが、

と である可能性が高いと考えられます。さらに、掘

建物 は の 側に位置する であると考えられ

ます。掘 建物 の中 は、 八 大 の

から に を り、右京五条 東 の中 よ

りやや東にあたり、そのやや りに掘 建物 が

することから、右京五条 東 は 町占地である

可能性が高いといえます。

弥生時代前期 溝の

東から 側にむ て を く弥生時代前期の４条

の溝は、 や 土のあり 、遺物の出土

から、 に掘られた溝であり、環濠の可能性が高い

と できます。調査地の の地 には四条

遺跡が し、弥生時代前期中 ～中期前 の環

濠を 条 しています。調査で した溝は、四条

遺跡の環濠よりも古く、弥生時代前期前半という

期 に 能した環濠であった可能性が高いといえ

ます。畝傍山の で大 にお る弥生時代 古の環濠

集落の一つを たに することができました。



調査地

五条九坊東北坪 五条八坊西北坪推定西八坊大路

弥生時代前期前半の溝４～７は、
調査地の東側に想定される居住
地の周囲に掘削された環濠であ
る可能性が高く、慈明寺遺跡の
弥生時代の集落は、奈良県内で
もっとも古い時期に営まれた環
濠集落の一つということができ
るでしょう。
溝５～７からは、弥生土器の他、
畝傍山で採取できる流紋岩や石庖
丁の未製品も出土しており、米作
りを始めた時期に、流紋岩を加工
して石庖丁を製作した集団が生活
していたと考えられます。

藤原京のこの一町占地の宅地
は、『日本書紀』持統五年十二
月八日条「右大臣に賜う宅地四
町。直廣貳より以上には二町。
大参より以下には一町。勤より
以下、無位に至るまでは、その
戸口に随はむ。その上戸には一
町。中戸には半町。下戸には四
分之一。王等もこれに准へ
よ。」という宅地班給に関する
記載と、建物の規模や整然とし
た配置から、直大参（大宝令の
五位に相当）以下の貴族の宅地
であった可能性が高いといえま
す。
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